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　学校を卒業し社会の一員として働きはじめる皆さん、あるいは学業とアルバイ
ト等を両立して働きはじめる皆さん。今、皆さんは働くことへの期待とともに、
多くの不安を抱いていることと思います。
　大分県労働者福祉協議会（以下、大分県労福協）は、そんな皆さんの不安解消
の一助とすべく「働く人のルールハンドブック」を作成しました。

　働くということは、職場の上司や先輩、同僚など様々な人と関わりを持ち、社
会の一員になるということであり、仕事や人間関係で悩むことがあるかもしれま
せんが、充実感や達成感も得られるものです。

　大分県労福協が設置している「ライフサポートセンター」や連合・連合大分が
実施している「なんでも労働相談」、更には、大分県や大分労働局が実施してい
る労働相談には、働く人たちから、職場で生じている “疑問やトラブルの悩み相談”
が数多く寄せられています。

　働くということは、生活のため等であることはもちろんですが、日本国憲法で
「国民の義務」として定められています。だからこそ、社会のルール（法律や規範等）
によって働く人々は守られています。

　これから先、働く中で発生する様々な問題、ルールを知っていればトラブルを
未然に防ぐことが出来ます。また、疑問を感じたときにハンドブックを開いてみ
て下さい。
　内容には、少し難しい法律用語や聞き慣れない言葉があるとは思いますが、働
くことのルールを正確に知ってもらうために使用しています。

　夢や希望をもって社会人となられる皆様のご活躍を祈っています。
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Ⅰ　働く人（労働者）を守るための法律とルール
　私たち一人ひとりが、意欲を持ち、やりがいを感じながら安心して働き続けられ
るために「労働法」があります。
　この「労働法」という名前の法律はなく、働くことに関係するたくさんの法律を
ひとまとめにして「労働法」と呼んでいます。
　そして、「労働法」の各法律により労働者が保護されています。
　

　「労働者」は、正社員やパートタイム労働者、アルバイト、派遣労働者、
契約社員（有期労働契約）などの名称にかかわらず、事業主に使用され賃金
が支払われるすべての者が含まれます。

　このハンドブックの中で関係する法律名の略称
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労基法［労働基準法］
労契法［労働契約法］
安衛法［労働安全衛生法］ 
労組法［労働組合法］
職安法  [職業安定法］
派遣法 [労働者派遣法：労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
　　　　保護等に関する法律]
均等法［男女雇用機会均等法：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
　　　　の確保等に関する法律]
育介法［育児・介護休業法：育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者
　　　　の福祉に関する法律]
パート・有期法［パートタイム・有期雇用労働法：短時間労働者及び有期雇用
　　　　　　　　労働者の雇用管理の改善等に関する法律]
労働施策総合推進法［ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
　　　　　　　　　　職業生活の充実等に関する法律 ］

Ⅱ　働き始める前に
　仕事を始める時には、仕事の内容や給料、勤務日、休日などの働く条件（労働条
件）を確認し、自分の条件に合う会社で働き始めますが、その際に労働者と会社
（使用者）がこれらの労働条件を確認し約束することを「労働契約を結ぶ」といい
ます。
　労働契約は、労働者と会社が対等な立場で合意して結ばれるものであり、むしろ
労働者に働く場を提供する会社は、しっかりと条件を整える強い義務が課されます。

　労働契約は口頭でも結べますが、後でトラブルにならないよう、労働条件を具
体的（書面で交付しなければならない事項）に示した書面「労働条件通知書」を
会社からもらい、双方で契約内容をしっかり確認しておくことが重要です。［労
基法15条、労契法3条］

　採用時、労働条件通知書は必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。

〈書面で交付しなければならない事項〉

① 労働契約の期間
② 就業の場所、従事すべき業務
③ 始業と終業の時刻、早出・残業等の有無、休憩時間、休日、休暇に関する
　 事項（交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項）
④ 賃金の決定・計算・支払いの方法及び賃金の締切り・支払いの時期
⑤ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）
さらに、有期労働契約の場合は、契約を更新する場合の基準に関する事項

 

 

 　

 

 

〈労働契約〉

労働者 会社
（使用者）

以下、会社といいます。
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Ⅲ　有期労働契約
　労働契約には、労働期間の定めのない契約（無期労働契約）と労働期間の定めの
ある契約（有期労働契約）があります。

１　契約期間の上限
るえ超を年３てしと則原、りあが限上に間期約契、は合場るよに約契働労期有　 　

契約は許されません。仮に３年を超える契約を結んだとしても、その契約期間は
３年となります。ただし、一定の専門的知識・技術・経験を持つ労働者や60歳以
上の者を雇い入れる場合は、５年までの契約が認められています。［労基法14条

１項］

２　契約期間途中の解雇・退職
者働労で中途の間期約契、ばれけなで合場るあが」由事いな得をむや「は社会　 　

を解雇できません。［労契法17条１項］
　また、労働者が契約期間に退職を申し出ることができるのは、民法上の「やむ
を得ない事由」がある場合に限られます。［民法628条］
　ただし、1 年を超える有期労働契約（一定の事業完了を契約期間と定めるものな
どを除く）の場合は、契約期間の初日から１年を経過すれば、「やむを得ない事
由」がなくても退職を申し出ることができるとされています。［労基法附則137 条］

　 　

３　有期労働契約の無期転換ルール
　 　 同一の会社との間で締結されている有期労働契約が、繰り返し更新され、通算
した契約期間が５年を超える場合には、有期契約労働者は会社に対して無期労働
契約への転換を申し込むことができ、会社は労働者から申し込みがあった場合、
その申し込みを拒むことはできません。
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◆「１年契約」を更新して５年超えとなるケース

◆「３年契約」を更新して５年超えとなるケース

１年 １年 １年 １年 １年 １年 無期労働契約

▲
契約締結

△
更新

△
更新

△
更新

△
更新

△
更新

申込期間

▲
転換

申込期間

通算５年

３年 ３年 無期労働契約

▲
契約締結

△
更新

▲
転換

通算５年

※７年目以降の申込みもできる。

5
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Ⅳ　会社で働くための基礎知識

１　就業規則
なばれけなら守でえうく働や件条働労のちた人く働で社会、はと」則規業就「　 　

らないルール（職場内の規律）を定めたものです。
◆パートタイム労働者等を含めて常時10人以上を使用する会社は、必ず就業規則
　を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。［労基法89条］
◆会社は就業規則に、法令違反や労働基準法の基準を下回る定めをすることはで
　きません。［労基法92条］
◆会社は、就業規則を必ず労働者に周知しなくてはなりません。［労基法106条］
【周知方法の例】・常に職場内の見やすい場所に掲示または備え付ける
　　　　　　　　・労働者に書面で渡す
　　　　　　　　・磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、かつ、職場に労働
　　　　　　　　　者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

　

「就業規則」に必ず記載しなければならない事項
合場の務勤制代交（項事るす関に暇休・日休、間時憩休、刻時の業終と業始 ①

は就業時転換）
項事るす関に給昇、期時の払支とり切締、法方の払支と算計、定決の金賃 ②

③退職に関する事項（解雇の事由を含む）
〈定めた場合は必ず記載しなければならない事項〉
①退職手当に関する事項
②臨時の賃金（賞与）、最低賃金額に関する事項
③食費・作業用品などの負担に関する事項     　
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁の種類・程度に関する事項
⑧その他全労働者に適用される事項

6

２　労働時間と休憩、休日・休暇

（１）労働時間
をとこの間時いならなばれけなか働でともの令命揮指の社会、はと間時働労

いいます。その労働時間は、法律により上限時間が定められており、その時間
を「法定労働時間」といいます。［労基法32条］

（２）変形労働時間制
記上、りあが差に量事仕てっよに日曜や期時、はてっよに容内の務業や種業

の法定労働時間がうまく当てはまらない場合があります。この場合、仕事量に
ゆとりのある特定の期間や特定の日の労働時間を短くし、仕事量の多い時期に
法定労働時間を超えた労働時間を設定することができ、一定期間を平均して１
週40時間以内にすることができます。これを『変形労働時間制』といいます。

　　［労基法32条の２～５］
決を容内な的体具で定協使労や則規業就、は時るれ入り取を制間時働労形変◆

めておく必要があります。（労働基準監督署への届出が必要な場合があります。）

「法定労働時間」（労働時間の上限）
原則として、休憩時間を除き　１日８時間・１週40時間

労働者10人未満の商業（小売業など）、映画（製作は除く）、演劇業、
保健衛生業（病院や社会福祉施設など）、接客娯楽業（飲食業など）に
ついては、１日８時間・１週44時間

：例特

7

◆労働契約や就業規則で定められている始業から終業までの時間のうち休憩
時間を除いた実際に働かなければならない時間を「所定労働時間」とい
い、この時間は「法定労働時間」を超えて設定することはできません。
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２　労働時間と休憩、休日・休暇

（１）労働時間
をとこの間時いならなばれけなか働でともの令命揮指の社会、はと間時働労
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決を容内な的体具で定協使労や則規業就、は時るれ入り取を制間時働労形変◆

めておく必要があります。（労働基準監督署への届出が必要な場合があります。）

「法定労働時間」（労働時間の上限）
原則として、休憩時間を除き　１日８時間・１週40時間

労働者10人未満の商業（小売業など）、映画（製作は除く）、演劇業、
保健衛生業（病院や社会福祉施設など）、接客娯楽業（飲食業など）に
ついては、１日８時間・１週44時間

：例特
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◆労働契約や就業規則で定められている始業から終業までの時間のうち休憩
時間を除いた実際に働かなければならない時間を「所定労働時間」とい
い、この時間は「法定労働時間」を超えて設定することはできません。
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働時間制」を併用している例が多くあります。（病院、介護施設、コンビニ、
ホテルなど）

す関に換転時業就るけおに合場るせさ業就に替交てけ分に上以組２を者働労◆
る事項（シフトに関する事項）は、雇用時の絶対的明示事項（必ず明示しな
ければならない事項）とされています。［労基法施行規則５条］

（４）休憩
、はと憩休 １日の労働時間が６時間を超える場合は少なくとも45分、８時間

を超える場合は少なくとも１時間を付与しなければなりません。

休憩は、原則として一斉に与えられ労働者は自由に利用できる時間でなければ
なりません。休憩時間に電話対応や接客をさせられれば労働時間とみなされます。
※一斉付与しなくてもよい業種

　運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、

　接客娯楽業、官公署
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（３）シフト制勤務（交替制勤務）

労形変「、い使を度制トフシのどな制替交３や制替交２、はてしと態形務勤◆

　複数の勤務時間帯があり、組ごと、または労働者ごとの勤務時間が一定の
規則に従い周期的に変わっていく交替制の適用を受け、勤務時間が一定期間
（１週間、１か月など）ごとに作成される勤務シフトなどで変わる形態です。

（６）休暇
務義働労が社会、がすで日るあの務義働労ていおに約契働労、はと」暇休「　 　　

を免除する日をいいます。
で則規の場職どな則規業就と」暇休定法「たれらめ定で律法、はに」暇休「　 　　

定められた「法定外休暇」があります。

【法定休暇】と【法定外休暇】
【法定休暇】 、］条56法基労［暇休後産・前産、］条93法基労［暇休給有次年 　

生理休暇［労基法68条］など
病や暇休弔慶、で暇休るれらめ定てっよにどな則規業就の社会 】暇休外定法【

気休暇など

9

（５）休日
。すまいいを」日るれさといなが務義の働労「ていおに約契働労、はと日休　 　　

、は社会　 　　 週に１日または４週間に４日以上の休日を与えなければなりませ
ん。これを「法定休日」といいます。［労基法35条］
　また、国民の祝日やお盆・正月休みなど、労働者と会社の合意により「法定休
日」以上の休日を定めることができます。これを「法定外休日」といいます。

予定されていた休日に働くこととなったときは
「振替休日」か「代休」で休日を取得する

　「振替休日」とは、就業規則に振替ができる旨の規定を設け、働くこととなっ
た休日と振り替える勤務日をあらかじめ設定するものです。

※振り替え日は、もとの休日にできる限り近接した日とすることが望ましい。

　「代休」とは、休日出勤を命じた後に、適宜代わりの休日を与えるものです。
※代休の場合は、休日出勤手当（割増賃金）が支払われなければなりません。
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年次有給休暇の付与日数　※フルタイム・パートタイムを問わない。
の間年１はたま上以日５週が数日働労定所、上以間時03が間時働労定所の週①

所定労働日数が217日以上の労働者

勤続年数別付与日数

６か月 １年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

はたま下以日４が数日働労定所の週つか、で満未間時03が間時働労定所の週②

１年間の所定労働日数が216日以下の労働者

週所定
労働日数

年間所定
労働日数

勤続年数別付与日数

６か月 １年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

４日 169～216 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121～168 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日 73～ 120 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 48～ 72 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日
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　　① 年次有給休暇（年休）
◆年次有給休暇とは、労働者の心身の疲労を回復させ、仕事と生活の調和
を図るために設けられている制度で、休日以外に賃金をもらいながら、
理由を告げずに自分の希望する日を休みとすることができる休暇です。
◆会社は、『採用後６か月以上継続して勤務』し、『全労働日の８割以上出勤』
した労働者に対して、次表のとおり年休を与えなければなりません。また、
６か月未満の短期契約を結んでいる労働者であっても、契約を更新し、
継続して６か月以上勤務するようになった場合には年休を与えなければ
なりません。
◆パートタイム労働者など所定労働時間の短い労働者にも、『採用後６か月
以上勤務』『全労働日の８割以上出勤』の条件を満たせば、次表のとおり
年次有給休暇が付与されます。

〈時季変更権〉
　◆年休は労働者が希望する日に取得できるのが原則で、会社が取得目的を強制的
　　に確認することはできません。また、年次有給休暇を取得した労働者に対し
　　て、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはなりません。
　◆事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社には年休の取得日を変更してもら
　　う権利（時季変更権）が認められています。ただし、単に「忙しいから」とい
　　う理由だけで年休の時季を変更することはできません。

〈年休の時間単位取得と計画的付与制度〉
　◆年休は、労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結することによ
　　り、『年５日を限度として時間単位で取得』することができます。
　◆同じく労使協定を締結することにより、「付与された日数のうち５日を除いた
　　残りの日数」について、例えば夏季、年末年始の時季などに、会社は、全従業 
　　員への一斉付与や係・グループごとの交替制付与、労働者ごとの取得計画表を
　　作成したうえでの個人別付与というような方法で、『計画的に年休を付与』す
　　ることができます。

〈年５日の年休を取得させる義務〉
　◆年休は、原則、労働者が会社に取得希望日を申し出るものですが、多くの
　　会社で年休の取得率が低調な現状があります。そのため、年間10日以上の
　　年休が付与されている全ての労働者に対し、年５日は会社が労働者の意見を聴
　　取した上で、時季を指定して年休を取得させる義務が課されています。与え
　　なかった場合は罰則があります。

　◆『年休の請求権の消滅時効は２年［労基法115条］』となっているため、労働
　　者は付与された年に全ての日数の年休を取得できなかった場合は、残りの日数
　　を翌年まで繰り越すことができます。

〈年休の繰り越し〉

11

［労基法39条第7項］
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［労基法39条第7項］
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　　【年休に対する賃金の支払方法】　
① 労働基準法で定める方法により計算した平均賃金（３か月間分をベース）
② 所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 労使協定に基づく健康保険法第40条第1項で定める標準報酬月額の30分の1に
　 相当する金額

〈年休に対する賃金〉
　◆「年休」は、『有給休暇』であるため、会社は労働者が年休を取得した日に対
　　しても賃金を支払わなければなりません。
　◆会社は、労働者が年休を取得した場合、どの方式によって賃金を支払うか、次
　　のいずれかを選択し、あらかじめ就業規則またはこれに準じるものに規定して
　　おく必要があります。

13

３　賃金

（１）賃金支払いの５原則［労基法24条］

賃金とは、給料、手当、賞与（ボーナス・一時金）などの名称に関わらず、
「労働の対価」として会社が労働者に支払うすべてのものをいいます。［労
基法11条］
※給料の昇給制度や諸手当（通勤手当、住居手当、家族手当など）、賞与

（ボーナス・一時金）や退職金制度は広く知られた制度ですが、法律で会
社が制度を設けなければならないと決められているものではありません。
このような制度は、労働者と会社が話し合って決めるか、労働条件通知書
で示されます。

（２）賃金計算の形態
　労働の対価として支払われる賃金は、その計算根拠に ①月給制 ②日給制 
③時給制があります。働きはじめる時に労働条件通知書で確認しましょう。

（３）賃金からの控除
　賃金は全額払いが原則ですが、法令に基づく税金、社会保険料などや、事
業場の過半数労働者の代表者と書面による協定を締結したもの（例：社宅使
用料、親睦会費など）については、控除することができます。

賃金支払いの５原則
① 通貨払いの原則：賃金は通貨払が原則。ただし、労働者の同意があれば口座

振り込みが可能　※令和5年4月1日から労使協定が締結さ
れ労働者の同意があればデジタル払いが可能

② 直接払いの原則：賃金は労働者本人に直接支払わなくてはならない
③ 全額払いの原則：賃金は全額支払わなければならない。会社の都合による一

方的な控除は禁止
④ 毎月１回以上払いの原則：賃金は少なくとも毎月１回支払わなくてはならない
⑤ 一定期日支払いの原則：賃金は一定の期日に支払わなくてはならない
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（４）最低賃金
の金賃の者働労む含も者働労ムイタトーパやトイバルア、りよに法金賃低最

最低額が時間給で定められています。［最賃法］

（５）休業手当
休を者働労りよに合都の社会、らがなりあに態状るきでがとこく働が者働労

業（出勤させない）させた場合には、会社は休業させた所定労働日について、
平均賃金の６割以上の休業手当を支払わなければなりません。［労基法26条］

頃月01年毎（金賃低最別域地『るれらめ定にとご県府道都、はに金賃低最◆
改定）』と、特定の産業について定められる『特定（産業別）最低賃金（毎
年12月頃改定）』があります。

日効定発改の年翌らか日６月01年５和令は金賃低最別域地の県分大、おな
までは時間給899円です。

れわ払支に時臨、かほのどな当手業残､当手勤通､当手勤皆、はに金賃低最◆
る賃金などは含まれません。
賃金が月給など時間給以外で定められている場合は、その賃金を時間あたり
の金額に換算して、最低賃金と比較します。
◆

の金賃低最、てっなと効無もてしとだん結を約契働労の満未金賃低最と社会◆
額まで引き上げられます。

地域別最低賃金（都道府県別）、特定最低賃金（産業別）の最新情報は
厚生労働省のホームページで確認できます。

◆地域別最低賃金は、「厚生労働省最低賃金」で検索
◆特定最低賃金は、「厚生労働省特定最低賃金」で検索

　※ 月給制の場合の最低賃金の計算方法は
　　　　　　月給額×12カ月　　
　　　　　年間総所定労働時間　　　

≧　 最低賃金額（時間給）

　　（年間所定労働日数×１日の所定労働時間）

平均賃金の算定は、原則として、
　直近の３カ月間に支払われた賃金の総額 ÷ ３カ月間の総暦日数
　　（残業代や通勤手当を含む）

15

（６）減給
を）額減の部一の与給（給減てしと分処戒懲、合場たしを反違律規が者働労　 　　

受けることがあります。
に則規業就めじからあ、はに合場るすを裁制のどな分処給減に者働労が社会 ※　　

定めをしておかなければなりません。

（７）損害賠償
場たえ与を）どな故事の車用社、障故の器機（害損に社会で意注不の者働労　 　　

合に損害賠償を求められることがあります。
、は合場のこ　 　　 賠償額について労働者の過失度合や会社の管理責任などを鑑み

て、その額が適当であるか会社とよく話し合うことが必要です。
責償賠害損てっ限に合場るあが失過な大重や意故に者働労、はで例判の判裁 ◆　　

任を認めた判例が多く、その場合でも労働者に請求する賠償額は制限される
ケースが一般的です。損害賠償については、次の点に注意が必要です。

減給処分に関する制限［労基法91条］
なはてえ超を額半の分日１の金賃均平が額総給減ていつに件１案事るす給減 ①

らない。

らな制給月（期払支金賃一、は計合の額給減、もで合場たじ生回数複が案事 ②

１カ月）の給与額の10分の１を超えてはならない。

す給減てっ渡に期払支金賃の数複、は合場るえ超を限制の記上が額総の給減 ※

る必要がある。

損害賠償に関する制限
なきではとこくおてめ定めじからあに則規業就や約契働労、を額の償賠害損 ①

い［労基法16条］

原のい払額全「、はとこるす除控らか与給にしな意同の者働労を額償賠害損 ②

則」により禁止
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（８）会社倒産により賃金が支払われないときには
定安の活生の者働労たし職退ままいなれわ払支が金賃、てっ伴に産倒の社会

を図るために、国が未払賃金の一部を、会社に代わって退職した労働者に立て
替えて支払う「未払賃金の立替払制度」があります。

たいてれさ用雇てしと者働労に社会たきてっ行を動活業事上以年１、は象対
者であるなどいくつかの条件があります。

　　◆詳しくは最寄りの労働基準監督署か労働局にお尋ねください。

（９）時間外労働・休日労働・深夜労働
　　◆時間外労働 ････ 法定労働時間（１日８時間または週40時間、特例措置週44

時間）を超えて働くこと
　　◆休日労働 ･･････ 法定休日に働くこと
　　◆深夜労働 ･･････ 午後10時から午前５時までの間に働くこと
　　　※ パートタイム労働者も契約の労働時間を超えて働いた場合は、時間給を分

単位で残業代を支払わなければなりません。（１カ月単位で端数処理をす
ることは認められています。）

　　① 時間外労働による割増賃金

　　② 時間外労働をさせるために必要な「３６（サブロク）協定」とは

◆会社は、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、一定以上の率
を乗じた割増賃金を支払わなければなりません。［労基法37条］（割増率
は別表に記載）

◆労働契約で定める『所定労働時間』を超えて労働をさせたとしても、「１
日８時間、週 40 時間の法定労働時間（特例措置対象事業場は週 44 時間）」
を超えない場合は、割増賃金は支払われませんが、所定労働時間外となっ
た部分の賃金は支払われます。

　会社が時間外労働、休日労働をさせる場合には、災害等のために臨時の必
要がある場合［労基法 33 条］を除き、労働者の過半数を代表する者との間
で『労使協定（通称 36 協定）』を結び、労働基準監督署へ届け出なくてはな
りません。［労基法 36 条］

17

（別表）割増賃金の支払いが必要な場合と割増率

割増賃金の支払いが必要な場合 割増率

① 時間外労働
　※法定労働時間（１日８時間・１週40時間、特例措置

対象事業場は１週44時間）を超える労働
25％以上

② １カ月60時間を超える時間外労働
　（算定に休日労働は含まれません。） 50％以上

③ 深夜労働（午後10時から午前５時までの労働） 25％以上

④ 休日労働（週１日または４週に４日の法定休日の労働） 35％以上

上記①から④が重複した場合
①+③　時間外労働が深夜労働の時間帯に及んだ場合
③+④　休日労働が深夜労働の時間帯に及んだ場合
②+③　月60時間を超える時間外労働が深夜労働に及ん

だ場合

25％ +25％＝ 50％以上
35％ +25％＝ 60％以上
50％ +25％＝ 75％以上

　「３６協定」で定めることができる時間外労働時間の上限
【時間外労働の上限時間】
① １カ月　 45時間（１年単位の変形労働時間制の場合は42時間）
② １年間　360時間（１年単位の変形労働時間制の場合は320時間）
　臨時的な特別の事情がある場合に限り、『特別条項付き協定』を結ぶことで、
原則の上限時間を超えて年間６か月まで時間外労働をさせることができます。
【臨時的時間外労働の上限時間】
① １カ月 100時間未満（休日労働含む）
② １年間　　　 720時間以内（休日労働を含まない）
③ 複数月平均　　　

　ただし、上限規制に適用を猶予、除外するものとして、自動車運転の業務、
建設事業、医師などの事業、業務がありますが、2024 年 4 月以降に上限規
制が適用されます。なお、新技術、新商品等の研究開発業務は、時間外労働の
上限規制は適用されません。

　80時間以内（休日労働含む）
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◆労働契約で定める『所定労働時間』を超えて労働をさせたとしても、「１
日８時間、週 40 時間の法定労働時間（特例措置対象事業場は週 44 時間）」
を超えない場合は、割増賃金は支払われませんが、所定労働時間外となっ
た部分の賃金は支払われます。

　会社が時間外労働、休日労働をさせる場合には、災害等のために臨時の必
要がある場合［労基法 33 条］を除き、労働者の過半数を代表する者との間
で『労使協定（通称 36 協定）』を結び、労働基準監督署へ届け出なくてはな
りません。［労基法 36 条］

17

（別表）割増賃金の支払いが必要な場合と割増率

割増賃金の支払いが必要な場合 割増率

① 時間外労働
　※法定労働時間（１日８時間・１週40時間、特例措置

対象事業場は１週44時間）を超える労働
25％以上

② １カ月60時間を超える時間外労働
　（算定に休日労働は含まれません。） 50％以上

③ 深夜労働（午後10時から午前５時までの労働） 25％以上

④ 休日労働（週１日または４週に４日の法定休日の労働） 35％以上

上記①から④が重複した場合
①+③　時間外労働が深夜労働の時間帯に及んだ場合
③+④　休日労働が深夜労働の時間帯に及んだ場合
②+③　月60時間を超える時間外労働が深夜労働に及ん

だ場合

25％ +25％＝ 50％以上
35％ +25％＝ 60％以上
50％ +25％＝ 75％以上

　「３６協定」で定めることができる時間外労働時間の上限
【時間外労働の上限時間】
① １カ月　 45時間（１年単位の変形労働時間制の場合は42時間）
② １年間　360時間（１年単位の変形労働時間制の場合は320時間）
　臨時的な特別の事情がある場合に限り、『特別条項付き協定』を結ぶことで、
原則の上限時間を超えて年間６か月まで時間外労働をさせることができます。
【臨時的時間外労働の上限時間】
① １カ月 100時間未満（休日労働含む）
② １年間　　　 720時間以内（休日労働を含まない）
③ 複数月平均　　　

　ただし、上限規制に適用を猶予、除外するものとして、自動車運転の業務、
建設事業、医師などの事業、業務がありますが、2024 年 4 月以降に上限規
制が適用されます。なお、新技術、新商品等の研究開発業務は、時間外労働の
上限規制は適用されません。

　80時間以内（休日労働含む）



1818

Ⅴ　社会保険制度（労働保険・社会保険）

１　雇用保険
　　雇用保険は、労働者が失業した場合などに支払われる保険制度です。

働労ムイタトーパ（者働労すた満を件要のつ２の次、ずらわかかに模規の社会　 　
者も含む）は雇用保険に加入し、被保険者となります。保険料は労働者と会社で
負担します。

　【加入要件】　①週の所定労働時間が20時間以上であること　
　　　　　　　②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

　労働者の保険は、労働保険（雇用保険・労災保険）と社会保険（健康保険・
厚生年金保険）があります。
　労災保険は、一部の農林水産業を除くすべての会社は、働く期間や時間によ
らず、１日だけのアルバイトでも必ず加入しなければなりません。

失業等給付の退職事由による給付制限等
　会社を辞めた（辞めさせられた）場合、要件を満たしていれば、雇用保険（失
業等給付）の基本手当が受給できます。この基本手当の給付については、退職
事由により「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」に位置づけられる
かどうかによって、「給付日数の期間」に違いが生じます。正当な理由のない自
己都合退職や重責解雇の場合は「２か月間の給付制限」が生じます。
○「特定受給資格者」⇒① 「倒産」等により離職した者
　　　　　　　　　　　　　（破産、事業所廃止、事業所移転による通勤困難など）
　　　　　　　　　　　② 「解雇（懲戒解雇を除く）」等により離職した者
　　　　　　　　　　　　 （労働条件の著しい相違、賃金の未払い・大幅低

下、就業環境を著しく害するような言動により離職
した等の理由を含む）

○「特定理由離職者」⇒① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該
労働契約について、更新を希望したにもかかわらず、
更新の合意が成立しなかったことにより離職した者

　　　　　　　　　　　② 正当な理由のある自己都合により離職した者
　　　　　　　　　　　　 （心身の障害・疾病・負傷等、妊娠・出産・育児

等、父母の扶養または親族の看護等、特定の理由に
よる通勤困難など）

19

年２らか日たれさ認確と入加未、合場たっあで入加未が者働労るあの格資入加◆
前まで遡って加入できます。（雇用保険料が給与から控除されていたことが書
面により確認できる場合は２年を超えた期間でも加入できます。）

２　労災保険（労働者災害補償保険）

働労、が方の族遺か身自者働労たっ遭に害災勤通はたま害災務業、は険保災労◆
基準監督署に請求します。その際、「療養」、「休業」、「障害」、「遺族」の保険
給付の請求には、会社の証明書が必要となります。（万が一、会社からの証明
が受けられない場合でも申請はできます。）

葬（料祭葬「、」付給）償補（業休「、」付給）償補（養療「、てっよに類種の険保災労◆
祭給付）」、「介護（補償）給付」は２年、「障害（補償）給付」、「遺族（補償）
給付」は５年の消滅時効があります。

３　社会保険（健康保険・厚生年金保険）
、は」険保康健「 労働者やその家族がけがや病気、出産や死亡をしたときのた

めの保険制度です。医療を受けるときに利用する保険証はこの制度によって交付
されています。

け受にどな時亡死・害障やきとたっなに齢高が者働労、はと」険保金年生厚「
取ることができる年金の保険制度です。

会と者働労は料険保、いいと」険保会社「てめとまを険保金年生厚と険保康健◆
社が１／２ずつ負担します。

所業事用適、び呼と」所業事用適「をとこの社会るあが務義入加のへ険保会社◆
には２種類あります。

　労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中でけがや病気、死亡した場合に本人
や遺族に支払われる保険給付制度で、長時間労働や職場でのいじめ・パワハ
ラ、セクハラ、カスハラ等の出来事に係る心理的負荷による精神障害でも、業
務によるものとして認められる場合があります。働く期間や時間にかかわら
ず、１日だけのアルバイトも含めて、すべての労働者が加入対象となり、保険
料は会社が全額負担します。（農林水産業では強制加入の例外があります。）
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Ⅴ　社会保険制度（労働保険・社会保険）

１　雇用保険
　　雇用保険は、労働者が失業した場合などに支払われる保険制度です。

働労ムイタトーパ（者働労すた満を件要のつ２の次、ずらわかかに模規の社会　 　
者も含む）は雇用保険に加入し、被保険者となります。保険料は労働者と会社で
負担します。

　【加入要件】　①週の所定労働時間が20時間以上であること　
　　　　　　　②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

　労働者の保険は、労働保険（雇用保険・労災保険）と社会保険（健康保険・
厚生年金保険）があります。
　労災保険は、一部の農林水産業を除くすべての会社は、働く期間や時間によ
らず、１日だけのアルバイトでも必ず加入しなければなりません。

失業等給付の退職事由による給付制限等
　会社を辞めた（辞めさせられた）場合、要件を満たしていれば、雇用保険（失
業等給付）の基本手当が受給できます。この基本手当の給付については、退職
事由により「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」に位置づけられる
かどうかによって、「給付日数の期間」に違いが生じます。正当な理由のない自
己都合退職や重責解雇の場合は「２か月間の給付制限」が生じます。
○「特定受給資格者」⇒① 「倒産」等により離職した者
　　　　　　　　　　　　　（破産、事業所廃止、事業所移転による通勤困難など）
　　　　　　　　　　　② 「解雇（懲戒解雇を除く）」等により離職した者
　　　　　　　　　　　　 （労働条件の著しい相違、賃金の未払い・大幅低

下、就業環境を著しく害するような言動により離職
した等の理由を含む）

○「特定理由離職者」⇒① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該
労働契約について、更新を希望したにもかかわらず、
更新の合意が成立しなかったことにより離職した者

　　　　　　　　　　　② 正当な理由のある自己都合により離職した者
　　　　　　　　　　　　 （心身の障害・疾病・負傷等、妊娠・出産・育児

等、父母の扶養または親族の看護等、特定の理由に
よる通勤困難など）

19

年２らか日たれさ認確と入加未、合場たっあで入加未が者働労るあの格資入加◆
前まで遡って加入できます。（雇用保険料が給与から控除されていたことが書
面により確認できる場合は２年を超えた期間でも加入できます。）

２　労災保険（労働者災害補償保険）

働労、が方の族遺か身自者働労たっ遭に害災勤通はたま害災務業、は険保災労◆
基準監督署に請求します。その際、「療養」、「休業」、「障害」、「遺族」の保険
給付の請求には、会社の証明書が必要となります。（万が一、会社からの証明
が受けられない場合でも申請はできます。）

葬（料祭葬「、」付給）償補（業休「、」付給）償補（養療「、てっよに類種の険保災労◆
祭給付）」、「介護（補償）給付」は２年、「障害（補償）給付」、「遺族（補償）
給付」は５年の消滅時効があります。

３　社会保険（健康保険・厚生年金保険）
、は」険保康健「 労働者やその家族がけがや病気、出産や死亡をしたときのた

めの保険制度です。医療を受けるときに利用する保険証はこの制度によって交付
されています。

け受にどな時亡死・害障やきとたっなに齢高が者働労、はと」険保金年生厚「
取ることができる年金の保険制度です。

会と者働労は料険保、いいと」険保会社「てめとまを険保金年生厚と険保康健◆
社が１／２ずつ負担します。

所業事用適、び呼と」所業事用適「をとこの社会るあが務義入加のへ険保会社◆
には２種類あります。

　労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中でけがや病気、死亡した場合に本人
や遺族に支払われる保険給付制度で、長時間労働や職場でのいじめ・パワハ
ラ、セクハラ、カスハラ等の出来事に係る心理的負荷による精神障害でも、業
務によるものとして認められる場合があります。働く期間や時間にかかわら
ず、１日だけのアルバイトも含めて、すべての労働者が加入対象となり、保険
料は会社が全額負担します。（農林水産業では強制加入の例外があります。）
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　　【適用事業所の区分】
　　① 強制適用事業所 ･････ 社会保険の加入が義務づけられている事業所
　　　ａ．全ての法人事業所
　　　ｂ．常時５人以上の労働者を使用する個人事業所

グンニーリク（部一の業スビーサ、もてっあで所業事人個の上以人５ ※　　　　　
業、飲食店、ビル清掃業等）、農林漁業などの事業所は除かれます。

　　②  任意適用事業所 ･････  加入義務はないが、次の条件を満たせば加入ができ
る事業所

にとこるなに所業事用適の険保金年生厚と険保康健が上以数半の員業従 ．ａ　　　
同意していること

　　　ｂ．上記の同意後、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けること

　　パートタイム労働者や雇用期間の短い労働者の加入要件は次のとおりです。

〈パートタイム労働者や雇用期間の短い労働者の加入要件〉
者働労ムイタトーパるなと象対入加の険保会社　 １ （次の⑴または⑵を満たす者）

の常通が数日働労定所の月１び及間時働労定所の週１：」準基３の分４「） １（

労働者の３／４以上

（２）「５要件」：次の①～⑤を満たすこと

　　① 週の所定労働時間が20時間以上

　　② 雇用期間が継続して２か月以上見込まれること

　　③ 月額賃金８万８千円以上

　　④ 学生でないこと

　　⑤  常時101人以上の会社（特定適用事業所）または100人以下であっても

社会保険への加入について労使合意のある会社（任意特定適用事業所）

に勤めていること

　　 　（国・地方公共団体は100人以下でも、上記①～④の要件を満たせば対

象となる。）

２　雇用期間の短い労働者の社会保険加入
　契約期間が２か月以内の労働者は、その期間を超えて引き続き雇用すれば、

引き続いた日から対象となる。

21

Ⅵ　退職・解雇

１　退職
因原に社会、』職退合都己自『を合場るめ辞で思意な的方一の者働労、に般一　 　

がある場合を『会社都合退職』、会社と労働者の合意によって辞める場合を『合
意退職』といいます。「自己都合」や「合意」により退職する場合、仕事の引継
ぎ期間などを会社と十分に話し合って時期を決めることが望ましいといえます。

労用雇期有か者働労用雇期無りおとの記下、合場るす職退を社会で思意のら自　 　
働者かによっても違いがあります。

（１）無期雇用労働者の退職
とこる出し申にでま』前間週２の日いたし職退『、は合場の者働労用雇期無　 　　

でいつでも退職することができます。［民法627条］
、はに合場るあが定規の別どのな」とこる出し申にでま前月か１「に則規業就　　

それに従う方がトラブルを避けることができます。
者働労、は合場い長に端極とどな」とこる出し申に前年半「が定規の則規業就　 　　

の「退職の自由」を制限することになり、その規定は無効になることがあります。

「雇用契約の終了」には、以下の種類があります。
るす了終を約契働労きづ基に意合の社会と者働労はいるあ思意の者働労 ・ 「退職」

の約契、際るす了満が間期約契のそ、ていおに約契働労だん結てめ定を間期 ・
更新を拒否される「雇止め」

・使用者の意思で一方的に労働契約を解約し、労働者を辞めさせる「解雇」

　　　　会社が退職を認めてくれない場合
　退職する場合は、労働者と会社がお互いに納得した「円満退職」が望ましい

のですが、人手不足などの理由で会社が退職を認めない場合があります。後々

のトラブルを避けるためにも十分に話し合う必要がありますが、どうしても折

り合いがつかないこともあります。この場合でも労働者（無期契約労働者）に

は「退職の自由」があるので、退職届を提出すれば２週間後に退職できます。

会社が退職届を受け取らない場合は「内容証明郵便」で郵送する方法があります。
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　　【適用事業所の区分】
　　① 強制適用事業所 ･････ 社会保険の加入が義務づけられている事業所
　　　ａ．全ての法人事業所
　　　ｂ．常時５人以上の労働者を使用する個人事業所

グンニーリク（部一の業スビーサ、もてっあで所業事人個の上以人５ ※　　　　　
業、飲食店、ビル清掃業等）、農林漁業などの事業所は除かれます。

　　②  任意適用事業所 ･････  加入義務はないが、次の条件を満たせば加入ができ
る事業所

にとこるなに所業事用適の険保金年生厚と険保康健が上以数半の員業従 ．ａ　　　
同意していること

　　　ｂ．上記の同意後、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けること

　　パートタイム労働者や雇用期間の短い労働者の加入要件は次のとおりです。

〈パートタイム労働者や雇用期間の短い労働者の加入要件〉
者働労ムイタトーパるなと象対入加の険保会社　 １ （次の⑴または⑵を満たす者）

の常通が数日働労定所の月１び及間時働労定所の週１：」準基３の分４「） １（

労働者の３／４以上

（２）「５要件」：次の①～⑤を満たすこと

　　① 週の所定労働時間が20時間以上

　　② 雇用期間が継続して２か月以上見込まれること

　　③ 月額賃金８万８千円以上

　　④ 学生でないこと

　　⑤  常時101人以上の会社（特定適用事業所）または100人以下であっても

社会保険への加入について労使合意のある会社（任意特定適用事業所）

に勤めていること

　　 　（国・地方公共団体は100人以下でも、上記①～④の要件を満たせば対

象となる。）

２　雇用期間の短い労働者の社会保険加入
　契約期間が２か月以内の労働者は、その期間を超えて引き続き雇用すれば、

引き続いた日から対象となる。

21

Ⅵ　退職・解雇

１　退職
因原に社会、』職退合都己自『を合場るめ辞で思意な的方一の者働労、に般一　 　
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（２）有期雇用労働者の退職

２　解雇・雇止め
（１）解雇の種類

「整理解雇」に必要な４つの要件
　整理解雇を行う場合、以下の要件が必要となります。
① 解雇の必要性

人員整理をしなければならないほど、経営上のやむを得ない事情があること
② 解雇を回避するための努力

労働者を配置転換させる、希望退職を募る、といった解雇をできるだけ回
避する努力がなされていること

③人選の妥当性
　解雇の対象となる労働者の選定基準（例：出勤状況､ 勤務態度､ 勤務成績、
勤続年数､ 年齢、扶養家族の有無、再就職の困難さなど）が合理的で、その
基準の適用が公平になされていること

④ 解雇手続きの妥当性
　整理解雇しなければならない事情や経緯などを労働組合や労働者に説明
し、十分に協議を尽くしているなど解雇手続きが妥当であること

　有期雇用労働者の場合は、長期療養が必要な病気など、やむを得ない事情
がない限り契約期間の途中で自由に退職できないのが原則です。［民法 628 条］
　１年間を超える有期労働契約（一定の事業完了を契約期間と定める場合や、
専門的知識等を有する労働者及び 60 歳以上の労働者を除く）の場合、契約期
間の初日から１年を経過すれば、民法 627 条の規定により、労働者は会社に
申し出ることでいつでも退職ができます。［労基法附則 137 条］
◆就業規則に「契約期間中でも自由に退職できる」などの規定がある場合は

いつでも退職できます。
◆採用のときに明示された労働条件が事実と異なっていた場合は、ただちに

契約を解除できます。［労基法 15 条］

解雇には、次の３つの種類があります。
① 普通解雇 ････ 労働契約を継続していくことに困難な事情（例：能力的な問

題、健康上の理由など）があり、やむを得ず行う解雇で
あって、整理・懲戒解雇に該当しないもの。

② 整理解雇 ････ 経営の悪化により、人員整理のために行う解雇。
③ 懲戒解雇 ････ 労働者が服務規律に違反した場合や著しい非行（例：長期間

の無断欠勤、刑法上の犯罪行為など）があった場合に懲戒
処分の１つとして行われる解雇。
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（２）解雇の理由
と」。だもとっも「らか識常の般一会社、はにめたるす雇解を者働労が社会

納得でき、「客観的に合理的な理由」が必要です。そのような理由のない解雇
は『解雇権の濫用』として無効となります。［労契法16条］

を
約契働労、きおてめ定に則規業就めじからあ、はていつに由事雇の解、たま

結ぶときには、労働条件を明示すべき書面にも記載しておく必要があります。

（３）解雇予告と解雇予告手当
のどない払支の当手や告予雇解、もで合場るあが由理な分十にとこるす雇解

手続きが必要です。ただし、天災事変や、労働者側に即時解雇されてもやむを
得ない事情がある場合は、労働基準監督署長の認定を受けて予告なしに解雇で
きます。［労基法20条］

合理的な理由とは
　たとえば、仕事上のミス、遅刻など、労働者の能力不足や勤務態度を理由と
して解雇する場合、一概に回数だけで判断するのではなく、「業務に支障をきた
す影響の程度」、「職場秩序に与える影響」、「教育・研修による本人の改善見込
み」、「前後の勤務状況」などを考えて総合的に判断することになります。

会社から「来なくてもよい、辞めてもらえないか」と言われた場合

解雇予告
　30日以上前に労働者に予告しなければならない。（口頭でもよいが後日のた
めに書面で交付が望ましい）

◆また、14日を超えない試用期間中や１か月を超えない日雇い労働者などの短
　期の契約で雇われる労働者は原則予告なしに解雇できます。［労基法21条］

　会社が労働者に退職を勧めることを「退職勧奨（かんしょう）」といい、こ
れに応じた場合は解雇ではなく退職として扱われます。単に「来なくてもよ
い、辞めてもらいたい」と言われただけでは、解雇なのか退職勧奨なのか分か
らないことがあるので、必ず真意を会社に確認しましょう。労働者にとって
は、解雇か退職かで雇用保険の支給金額や給付制限期間が変わります。また、
退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由です。すぐに返事せず、また、辞め
る気がない場合ははっきりと断ることが大切です。
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（４）解雇の制限（禁止）
　　　さまざまな法律により、解雇が禁止されている場合があります。

（５）有期雇用労働者の解雇と「雇止め」

でがと
こるす雇解の労働者を働契労 約期有で中途の間期約契、てしと則原、は社会　 　　

きません。［労契法17条］
とをこるす否拒を新更のそが社会、きとるす了満が間期約契の約契働労期有 ◆　　

『雇止め』といいます。有期労働契約の場合、契約期間満了による契約終了
が原則ですが、次の場合には雇止めが認められず、会社はそれまでと同じ条
件で契約更新するか、契約を終了する場合は、解雇と同様に解雇予告などの
手続きを取らなければなりません。

法律で禁止されている解雇の例
① 仕事上のけが・病気の療養期間や産前産後休業期間と、その後30日以内の解雇

 　［労基法19条］

② 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇［労基法３条］

③ 労働者の性別を理由とする解雇［均等法６条］

④ 結婚・妊娠・出産や育児・介護休業等の取得などを理由とした解雇

 　［均等法９条、育介法10条ほか］

⑤ 労働基準法違反を労働基準監督署などに申告したことを理由とする解雇

 　［労基法104条］

⑥ 労働安全衛生法違反を行政官庁に申告したことを理由とする解雇

　 ［労安法97条］

⑦ 労働組合に加入していること、加入しようとしたこと等を理由とする解雇

　 ［労組法7条］

⑧ 個別労働紛争の援助を求めたことなどを理由とする解雇

　 ［個別労働関係紛争解決促進法４条］

解雇予告手当
　解雇予告なしに即日解雇する場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当
を払わなければならない。解雇日までの日数が30日未満の場合は、不足する日
数分の解雇予告手当を払わなければならない。

25

（６）労働者が辞めた後に会社が行う手続き
　　◆退職証明書の交付

は社会、に合場たっあが求請らか者働労ため辞、くなりわ関に雇解・職退　 　　　
使用期間、業務の種類、地位、退職の事由（解雇の場合はその理由）につい
て証明書を遅滞なく交付しなければなりません。なお、証明書には労働者の
請求しない事項は記入できません。［労基法22条］

　　◆退職時等の賃金支給、その他金品の返還
・金立積、い払支を金賃に』内以日７『は社会、ばれす求請が者働労ため辞　 　　　

貯蓄金等労働者の権利に属するものはすべて返還しなければなりません。
［労基法23条］

　　◆退職金の支給
　退職金の支給について法的な定めはありませんが、労働契約や会社の就業
規則に定めをしている場合、あるいは定着した支給慣行がある場合は、会社
はそれに従って退職金を支給しなければなりません。
　退職金の支給時期を定めていない場合、労働者が請求した日から７日以内
に支給しなければなりません。

　　　

　　

　　◆雇用保険被保険者離職証明書の提出
」書明証職離者険保被険保用雇「に」届失喪格資者険保被険保用雇「、は社会　 　　　

を添えて、労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内にハローワークに
提出しなければなりません。［雇用保険法施行規則７条］

たっ取け受を票職離と）控所業事（書明証職離らかクーワーロハ、は社会　 　　　
ら、離職票をすみやかに離職した労働者に渡さなければなりません。

「雇止め」が認められない場合［労契法19条］

じ同上念通会

社と雇解の約契働労期無、その雇止めがていてし返り繰を新更約契でまれこ ・

であると認められる場合。

と由理な的理合にとこるす待期と」うろだるれさ新更約契も回今「が者働労 ・

認められる場合。
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Ⅶ　男女雇用機会均等・母性保護

１　男女雇用機会均等法

（１）性別による差別の禁止と間接差別の禁止
　　　次の事項について、性別を理由に差別することが禁止されています。
　　［均等法５条・６条・７条］
　　　○ 募集・採用　　　　　　　　　　○ 配置・昇進・降格・教育訓練　　
　　　○ 一定の福利厚生　　　　　　　　○ 職種・雇用形態の変更
　　　○ 退職の勧奨・定年・解雇　　　　○ 労働契約の更新

（２）母性保護
　妊娠・出産後等の女性労働者（パートタイム労働者なども含む）に関し
て、労働基準法、男女雇用機会均等法には、母性保護のための様々な規定が
あります。

　

母性保護に関する規定

① 坑内業務・危険有害業務への就業制限
　 危険な場所や有害な作業への従事制限［労基法64条の2・3］
② 労働時間に関する制限
　 時間外・休日・深夜労働等について請求があった場合［労基法66条］
③ 産前産後の休業
　 原則、産前６週間・産後８週間の就業禁止［労基法65条］
　 ※産前休業は本人の請求が必要。産後は、最初の６週間は就業禁止、その後
　　　の２週間は、医師が認めた業務への就業は可能
④ 育児時間の付与
    生後１年未満の場合、通常の休憩以外に１日に２回、それぞれ30分以上の育
　 児に必要な時間を請求可能［労基法67条］
⑤ 通院時間確保・勤務時間変更等
　保健指導や健康診査を受診するための時間の確保や医師等から指導を受けた       
　場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするため、
　勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置［均等法12条・13条］
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女性労働者に関する規定

① 坑内業務・危険有害業務への就業制限
    危険な場所や有害な業務への就業制限［労基法64条の2・3］
② 生理日の就業制限
    生理日の就業が著しく困難な女性の請求により就業制限［労基法68条］

Ⅷ　育児・介護休業
１　育児休業・介護休業

【育児休業・介護休業】

出生時育児休業 育 児 休 業 介 護 休 業

内

容

・育児休業とは別に、男性
　は、子の出生後８週間以
　内に、（産後パパ育休）
　を４週間まで取得できま
　す。２回に分割して取得
　することが可能です。
　[育介法９条の２] 

・原則として子の出生後１歳
　になるまでの連続する期間
　（子１人につき原則として
　分割して２回）

・対象家族１人につき、通算
　93日まで（３回まで分割可
　能）

・日雇いを除く労働者
※有期雇用労働者の場合は次

の条件を満たす者
・子の出生の日または出産予

定日のいずれか遅い日から
起算して８週間を経過する
日の翌日から６か月を経過
する日までに労働契約の期
間が満了し、更新されない
ことが明らかでないこと

者
象
対

・日雇いを除く労働者
※有期雇用労働者の場合は次

の条件を満たす者
・子が１歳６か月（２歳まで

の延長を申し出る場合は２
歳）に達する日までに労働
契約の期間が満了し、更新
されないことが明らかでな
いこと

・日雇いを除く労働者
※有期雇用労働者の場合は次

の条件を満たす者
・取得開始予定日から起算し

て93日を経過する日から
６か月を経過する日までに
労働契約期間が満了し、更
新されないことが明らかで
ないこと

　労働者から申出があった場合、会社は、男性・女性を問わず、原則、育児休業・
介護休業を取らせなければなりません。［育介法 5～ 16 条］
　パートタイム労働者などの有期雇用労働者も、それぞれの条件を満たす場合
は取得できます。
　休業中の賃金については法律の定めがないため、有給か無給かは就業規則の
定めによります。ただし、一定の条件を満たす場合は、雇用保険から育児休業
給付金や介護休業給付金が支払われます。
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２　子の看護休暇・介護休暇
を断診康健・種接防予や話世の気病の子のでま前学入校学小、は暇休護看の子

受けさせるときに取得できます。また、介護休暇は、要介護状態の家族の介護そ
の他の世話に利用できる休暇です。［育介法16条の２、16条の５］

　取得可能日数は、子の看護休暇は対象となる子が１人の場合は年５日まで、２
人以上の場合は年10日までで、半日単位や時間単位での取得もできます。

１　パワーハラスメント（パワハラ）
　職場における上司や同僚などからのいじめ・嫌がらせなどのパワーハラスメン
トについて、セクハラや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントと同様
に、会社に防止義務を講じることが義務づけられています。［労働施策総合推進
法30条の２第１項］
　また、会社が、適切な措置を講じていない場合は是正措置の対象となります。
　なお、パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合は、労働局に調停など個
別紛争解決援助の申し出ができます。

（１）パワハラとは

パワハラの定義（３要素）
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されること
※客観的にみて、適正な範囲の業務の指示・指導はパワハラにあたりません。

パワハラのタイプ
① 身体的な攻撃　　　　　：暴行・傷害
② 精神的な攻撃　　　　　：脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
③ 人間関係からの切り離し：隔離・仲間外し・無視
④ 過 とこな能可不行遂やとこな要不にから明上務業：求要な大

の強要、仕事の妨害
⑤ 、たれ離けかと験経や力能、くなが性理合の上務業：求要な小過

程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥ 個の侵害　　　　　　　：私的なことに過度に立ち入ること
（以上は、あくまで代表的な言動の類型を示したものです。）

Ⅸ　ハラスメント

29

２　セクシュアルハラスメント（セクハラ）
　セクハラとは、「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応に
よって、その労働者が労働条件などの面で不利益を受けたり、性的な言動によ
ってその労働者の就業環境が害されること」をいいます。［均等法11条］
　また、会社にはセクハラを防止するために必要な措置をとることが義務づけ
られています。［均等法11条、11条の２］

　 　

（２）パワハラへの対応

セクハラとなりうる典型例（性的な言動の具体例）
〇 性的な冗談やからかい　　　　　　　　〇 性的関係の強要
〇 食事やデートなどへの執拗な誘い　　　〇 性的な噂を意図的に流すこと
〇 性的な事実関係を尋ねること　　　　　〇 わいせつな図画の配布・掲示
〇 身体への不必要な接触　　など

① パワハラを行う者に対して拒絶・不快の意思を示す 　
　　　　　　　→相手によってはパワハラをやめさせる効果がある
② 相談窓口や、信頼できる上司・同僚に相談する　　　 
　　　　　　　→改善に向けた対応が期待できる
③ 労働局や県などの公的機関に相談する　　　　　 　　
　　　　　　　→取るべき対応についてのアドバイスを受けられる
④ パワハラの事実を記録する（メモ・録音など）　　 　
　　　　　　　→後日、裁判になった場合などに備える
⑤ 暴力的なパワハラの場合は、まず身を守る　　　　 　
　　　　　　　→場合によっては警察などに保護を求める
⑥ 心身のダメージの回復させる　　　　　　　　　   　
　　　　　　　→医療機関の診断を受け、休養・入院等の対応をとる
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３　マタニティ・パタニティハラスメント（マタハラ・パタハラ）

（１）婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止
　女性労働者に対して婚姻・妊娠・出産したことなどを理由に、解雇その他不
利益な取扱いをすることは禁止されています。［均等法９条］
　また、婚姻、妊娠・出産、育児休業の取得等を理由として、解雇や上司・同
僚からの嫌がらせ、不利益な取り扱いすることを職場における妊娠・出産・育
児休業等に関するハラスメントといい、一般に「マタニティハラスメント（マ
タハラ）」といい、男性労働者については一般に「パタニティハラスメント
（パタハラ）」といいます。
　なお、会社には、「マタハラ」を防止するために必要な措置を取ることが義
務づけられています。［均等法11条の3］
一方で、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に
基づく言動によるものはハラスメントに該当しないとされています。

　男性・女性労働者に対して育児休業、介護休業その他の子の養育または家族
の介護に関する制度の利用に関して、申出や取得したことなどを理由に、解雇
その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。［育介法10条、16
条］

不利益取扱いとなる事例
解雇、契約の不更新（雇止め）、就業環境を害すること（嫌がらせ）、降格、
更新回数の引き下げ、不利益な昇進・昇格の人事査定、退職強要、労働契約
内容の変更の強要、不利益な自宅待機を命じること、不利益な配置転換、減
給・不利益な賞与算定、派遣先による当該派遣労働者の受け入れ拒否 

  
   
   
   

　　  

（厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」より）

（２）育児休業、介護休業等の利用を理由とする不利益取扱いの禁止
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１　健康診断について

Ⅹ　健康診断・ストレスチェック
　会社には、「安全配慮義務」「職場環境配慮義務」があり、労働者の生命や身体・
心身の健康を危険から保護するよう十分に配慮することが義務づけられています。
［労契法５条］
　このため、会社は、常時雇用する労働者に対して、１年以内ごとに１回など、健
康診断を行わなければなりません。
　労働者数50人以上の事業場にはストレスチェック実施、産業医選任、衛生委員会
設置が義務づけられています。

　会社は常時雇用する労働者に対して健康診断を実施しなければなりません。

。すまりなと象対の断診康健ばせた満を件要のつ２の次も者働労ムイタトーパ◆
　【要件】　① １週間の所定労働時間数が通常の労働者の４分の３以上
　　　　　② 以下の項目のうちいずれかを満たす者
　　　　　　ａ．労働契約期間に定めがない者
　　　　　　ｂ．労働契約期間に定めがあり、契約期間が１年以上である者

年１き続き引りよに新更約契、がるあで満未年１が間期約契働労．ｃ
以上使用される予定の者、または１年以上引き続き使用されている
者

実施しなければならない主な健康診断
① 雇入時の健康診断
　　常時雇用する労働者を雇い入れるときに実施
② 一般健康診断（定期健康診断）
　常時雇用する労働者について、１年以内ごとに１回実施

③ 深夜業等の特定業務に従事する労働者に対する健康診断
　常時雇用する労働者について､ ６か月以内ごとに１回実施

④ 有害業務（粉じん業務、有機溶剤業務石綿業務、鉛業務等）に従事する労働
者に対する特殊健康診断
　６か月以上ごとに１回実施（業務により異なる）
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Ⅺ　労働組合

１　労働組合
◆「労働組合」は、憲法で保障された『労働三権』（団結権・団体交渉権・団
　体行動権）に基づいて、賃金などの労働条件の維持・改善することなどを目
　的として結成される団体です。［労組法２条］
◆会社が労働組合への加入や活動を制限することは、『不当労働行為』として
　禁止されています。［労組法７条］
◆賃金のほかにも、ハラスメントなどの人間関係、労働環境などの問題が起き
　たときは、まず加入している労働組合に相談して会社側との話し合いを進め
　る方法もあります。

　労働組合とは、労働者の生活を守るため、労働者が自主的に組織し、賃金や
休暇などの労働条件の改善について会社と団体交渉したりする団体です。
　パートタイマー労働者だけで結成することもできるほか、会社ごとに組織さ
れる「企業別労働組合」や１人でも加入できる「合同労組」という組合もあり
ます。

２　ストレスチェック
　労働者数50人以上の事業場は、労働者に対し医師等によるストレスチェックを実
施しなければなりません。［安衛法66条の10］
　会社は、検査結果が一定の要件に該当した労働者から申出があった場合、医師に
よる面接指導を実施しなければなりません。また、面接指導の結果に基づいて医師
の意見を聴き、必要に応じた措置をとらなくてはいけません。

33

〈不当労働行為〉※労働組合活動への不利益な扱いの禁止

労組法７条で禁止されている行為
① 不利益な扱い
 　 たしとうよし成結りたし入加に合組働労「」とこるあで員合組の合組働労「　 

こと」「労働組合の正当な行為をしたこと」を理由に労働者を解雇したり、
その他不利益な取扱いをすること

② 黄犬契約（おうけんけいやく）
 　 件条用雇の者働労をとこるす退脱らか合組、やとこいなし入加に合組働労　 

にすること
③ 団体交渉の拒否
 　 否拒を渉交、くなも由理な当正が社会、際だん込し申を渉交体団が者働労　 

すること、あるいは誠実な交渉をしないこと
④ 支配介入
 とこるすりたし入介りたし配支が社会、りたあに営運・成結の合組働労　 　
⑤ 経費援助
 とこるす助援が社会を費経るす要に営運の合組働労　 　
⑥ 報復的不利益取扱い
 　 労当不、りたしをて立し申の令命済救の為行働労当不てし対に会員委働労　 

働行為の救済命令に対して再審査の申し立てをしたことなどを理由に、労働
者を解雇したり、その他不利益な扱いをすること
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Ⅻ　労働相談に寄せられた相談事例
〈事例１〉（労働条件、最低賃金）

。たしまめじはき働け受を接面、し募応て見を紙り張の集募人求らか月７年今　 　
　 　 張り紙には時給900円と書かれていたのに、給料日にもらった金額は時給800円
になっていて、店長からは「最初の１カ月は一人前には働けないから、見習い期
間としての金額だよ」と言われました。仕方ないのでしょうか。

〈事例２〉（時間外手当）
日毎、がすまいてし押れわ言にうよす押をドーカムイタに時71の了終間時務勤　 　

のようにその後で翌日の準備作業や倉庫の片付けをさせられます。
　。かうょしでのもいならなはに間時務勤りはや、しすで度程分02は間時のそ　 　

《事例１の解説》
　「求人票」以外に「労働条件通知書」をもらっていなければ、「求人票」に
書かれた労働条件が守られなければなりません。会社は、労働条件について
一方的に労働者の不利益となる変更はできません。また、試用期間と言えど
も最低賃金を下回る金額は違法です。

《事例２の解説》
　タイムカードは完全に仕事が終わってから押すものです。
　このケースは、時間外にただ働きをさせる悪質な会社です。会社の指示に
より仕事をすればその分の賃金を支払わなければなりません。

35

〈事例３〉（損害賠償）
　　レストランで働いています。
　　食器を片付けるときに手を滑らし、お皿を落として割ってしまいました。

わ言と」ねく引差らか料給の月今らかだ円000,1枚１皿お「らか長店きとのそ　 　
れました。私のミスで割ってしまったのだから弁償しなくてはいけないのでしょ
うか。

〈事例４〉（労働条件）
先「らたし認確に長店。たっかな少りよ額の月毎、らた見を書細明料給に日料給　 　

月はかなり売り上げが減少したから10％カットで支給した。売り上げが悪かった
のは従業員の努力不足もあるからね！」と言われた。これは仕方ないのでしょう
か。

《事例３の解説》
　仕事中に起きた事故について、その損害額を全額労働者が支払う必要はあ
りません。重大な過失があった場合などは一部負担しなければならない場合
もありますが、一部負担があったとしても、その額を労働者の意思によらず
給料から差し引くことはできません。違法です。
※裁判判例から見ると、労働者負担は25％程度が妥当とされています。

《事例４の解説》
売り上げの減少などどのような理由があっても、会社が一方的に労働条件の
変更はできません。労働条件の変更は双方の合意により行われるものです。
※労働条件とは、給料や手当、働く時間、始業・就業時間、仕事の場所や業
　務、給料支払いの方法や支払日、給料の締め日などです。
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〈事例５〉（パワーハラスメント、退職）
」いた見が顔の親「」かんい悪頭、ない悪え覚「かと」はつやい若の近最「らか長店

とか皆の前で怒鳴られ、しつけだと言って叩かれたりします。
、ろだるけか惑迷にり周らたれらめ辞に手勝「らたっ言とるめ辞にずきで慢我

そんなことも解らないのか」「どうしようもないやつだな、辞めるのだったら代
わりを連れてこい」と言われ困っています。どうしたらよいでしょうか。

〈事例６〉（労災保険）
意注不の君「らか長店。たしまし療治で院病、いましてし挫捻でん転に中事仕

で転んだのだから、治療費は自分で払ってね」と言われました。
すでいなかしう払費療治）で険保康健（で分自らかだのな意注不の分自にか確

ね。

《事例５の解説》

《事例６の解説》
　仕事中のケガが自分の不注意でも、仕事が原因のケガであれば「労災保険」
から給付を受けられます。「労災保険」は１日だけのアルバイトも含めて全
ての労働者が対象です。

者働労とるす用利を」険保災労「。んせまりなばれけなけ掛を険保は社会※
の負担はありません。また、その場合「健康保険」は使えません。
※会社には、職場で事故を起こさないようする「安全配慮義務」があります。

このような店長の言動や暴力はパワハラです。このような言動が繰り返さ
れる時は、日記などに「いつ、どこで、誰が、何をした」を詳細に記録
し、できるだけ録音しておきましょう。（できれば一緒に働く仲間と連携
し対応する。）
　また、このような場合、退職を申し出たことに対して、店長が条件をつ
けて退職させないということはできません。
　民法では、退職を告げてから２週間後に退職が成立となります。
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〈事例７〉（採用内定取り消し）
し備準てけ向に勤出初、いらもを知通定内用採付日１月４、らか社会たし望希

ていた３月中旬に会社の人事部から電話があり、「感染病の影響を受け経営が厳
しく、この先の回復する見通しも立たないので、採用は取り消します。」と言わ
れた。
希望した会社で働くことを夢見ていたのですが、感染病の影響で会社の経営が
厳しいのなら仕方ないのでしょうか？

〈事例８〉（時間外労働・過重労働）

《事例７の解説》
　採用内定通知は雇用契約が成立したと考えられ、会社が一方的に取消しす
ることは、「雇用契約の解約＝解雇」となります。会社が内定取消し出来る
ケースは採用内定者が罪を犯した場合や重大な虚偽申告した場合や会社が経
営困難となり整理解雇が必要になった場合などです。
　ただ経営が厳しいだけでは内定取消しはできません。

《事例８の解説》

　働き始めて１年半が経ちます。働きはじめは仕事を覚えていないし慣れてい
ないから残業も多くて仕方ないと思いほとんど休みもなく頑張ってきました。
しかし仕事に慣れてこなせるようになると、また次の仕事が入り結局１年半
経っても残業は変わらず、月に80時間を超えています。上司に相談すると「若
いのだから頑張りなさい」と言うだけで残業時間を減らすことはしてくれませ
ん。このままだと自分の時間も取れず、精神的にも身体的にも体調を壊してし
まいそうです。どうしたらよいのでしょうか？

　時間外労働の上限は法律で定められています。まず会社は時間外労働を
させる場合、労働者と会社の間で労使協定（36協定）を結び、労働基準監
督署長へ届け出なければなりません。この協定によって認められる時間外
労働の上限は、原則として月45時間・年間360時間と定められており、こ
れを超えた場合は罰則が設けられています。現在の時間外労働を改善し元
気で意欲をもって働き続けるために、会社に労働組合があれば組合に相談
しましょう。ない場合は行政機関の労働相談窓口に相談しましょう。
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�　社会に出てから気をつけたいこと

１　悪質商法に気をつけて
スビーサや品商の額高で手のこ手のあ、を金賃のたなあた得てい働に命懸生一　 　

を売りつけてだまし取ろうとする悪質商法が後をたちません。「そんな被害に遭
うのはお年寄りでしょ」と思っていませんか？

のりかばたぎ過を歳81るきでが約契トッジレクに特、んせまりあはとこなんそ　 　
若者がねらわれています。「自分がだまされるわけがない！」と思っていても、
相手は「人をだまし、弱みにつけ込み、あなたを言い負かす」プロなのです。

っ思といならい・いしかお「、にめたいなわあに害被、り守を身らか法商質悪　 　
たらきっぱりと断る」「うますぎる話には近づかない」「契約は慎重に、説明書は
きちんと読む」ことを覚えておいてください。

◆おかしい！騙された！と気づいたら…
道のそは手相りおとたし述前。すまりあがとこうあに害被、もていてけ付を気　 　

のプロなのです。恥ずかしく思う必要はありません。不本意な商品やサービスの
契約をしてしまっても、解約や取り消しなどの解決策があります。

可が除解の約契で」フオ・グンリーク「ばれあで内間期定一、はで等売販問訪　 　
能ですし（P.42参照）、クーリング・オフ期間がすぎていても「特定商取引法」「消
費者契約法」などで取り消しができる場合があります。
　 　 被害を最小限にくいとめるには、気づいてからのすばやい行動（適切な機関へ
の相談）が大切になります。

色々な悪質な手口があなたをねらっています。
○マルチ商法　　　　　○次々販売　　　　○訪問販売　　　　○電話勧誘販売
○ワンクリック詐欺　　○ネット通販　　　○フィッシング
○ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）　
○キャッチセールス　　○架空請求　　など　（注）全てが悪質という訳ではありません
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◆でも…、「解約はできない！」と言われました
。いさだくでいなしにみ呑鵜をとこう言の手相たしまだ　 　

　 　 ひとりで悩んだり、あきらめて泣き寝入りしたりせず、すぐに相談することを
覚えておいてください。（巻末の相談先を参照）

２　お金のトラブルに注意！ ～多重債務という地獄～

利金もれずい、りあで金借もれずいはられこ？かすまじ感うどを為行のられこ　 　
がかかってきます。どれくらいの金利がかかるか知っていますか？

金貸に年6002、がたしで利金高超ういと台％92～％52率年は利金のでま前し少　 　
業法が改正され、現在は利息制限法の上限金利20％以下となりました。下がった
とはいえ20％はかなりの高金利！安易な利用を続けていると生活は破綻します。

」…とっょちは）金ラサ（融金者費消「、てれか聞と？かすまじ感うどに初最　 　
と思った方がいるかもしれませんが、銀行やクレジット会社などが発行する個人
向けカードローンなどの金利も、大きな差はありません。

　安易な利用はクセになる
け続を金借と」らかいないてり借は額金たしいた「」らかるきで用利に軽手「　 　　

ていると、最初のうちは返済も確実にできていたのに、収入減などの予期しない
ことで、返済が滞る事態に陥るかもしれません。「手軽さ」は裏を返せば、利用
することが当たり前となる危険性をはらんでいることを覚えておいてください。

分息利もてし返もてし返。すまし迫圧を活生にうよのーロブィデボは利金高　 　　
の支払いしかできず元本が減らない、こうなれば借金は雪だるま式にふくれあ
がっていくでしょう。

金おもこどかしつい、りなにうよるすを金借にめたす返を金借、はに先のこ　 　　
を貸してくれない状態に陥り、ついにはヤミ金に手を出す……、多重債務とい
う地獄が待っています。

● 消費者金融（サラ金）を利用してお金を借りる。
● 銀行の個人向けカードローンで融資を受ける。
● クレジットカードでキャッシングをする。
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　借金問題を抱えないために
ょしましにうよるえ考くよ」か）のも（金おな要必まいに当本はれそ「、は一第　 　　

う。 少ないお小遣いやアルバイト代でやりくりしてきた今までと同じです。
たっなくなせ返が金借。すでＧＮに対絶は金借なた新のめたの済返、てしそ　 　　

…そんなときでも必ず解決方法はありますから、借金が膨れあがる前に、早く
適切な機関や信頼できる人に相談しましょう。（巻末の相談先を参照）

３　若者の消費者トラブルの主な特徴

（１）スマートフォン
るきで続接にトッネータンイに単簡」もでこど「」もでつい「はンォフトーマス ・　　

　　・膨大で多様な情報を瞬時に取得することができる
決思意りよに象印たっ誤、りなと得取報情たっ偏、らか字文・面画たれら限 ・　　

定する危険性もある

　　若者のスマートフォン関連の消費者トラブルの特徴
　　・「楽に儲ける」など、自分が求めている情報を簡単に入手できる

簡でンォフトーマスの元手でま」済決「、」約契「、」誘勧「らか」集収報情「 ・　　
単に手続きを行うことができる　⇨　安易な気持ちで契約してしまう

（２）ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）
　　・コミュニケーションツールとして多種多様な人と繋がることができる
　　・手元のスマートフォンで「いつでも」、「どこでも」繋がることができる
　　・多種多様な人と繋がることで色んな情報を収集することができる

　　若者のＳＮＳ関連の消費者トラブルの特徴
人友、れま生が識意間仲の士同たっが繋でＳＮＳもてくながとこたっ会接直 ・　　

の言うことを鵜呑みにしてしまう
商チルマ「に特、てしか生を徴特ういとるきでがりが繋のと人のく多に単簡 ・　　

法」「情報商材」「副業」等の勧誘に利用されている
で引取たし連関にＳＮＳ、がるあに位上が」品食康健「はで体全法商チルマ ・　　
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は、若者は副業・投資に関するもの、海外事業者に関するものが多くみられ
る

（３）借金・クレジット契約
　　　若者の借金・クレジット契約関連の消費者トラブルの特徴
　　・�「お金がない」と断っても、「借金をすればよい」、「みんな借りている」など

と言われ信用してしまう
　　・�業者がお金の借り方やクレジット契約書の記入方法などを説明してくれるた

め、難なく借金やクレジット契約を勧められるとおりにしてしまう

（４）契約の基礎知識
　　�　消費者トラブルにあわないためには、まず契約の基礎知識を身につけること

が大切です。契約とは、いろいろな商品を買ったり、サービスを利用するのも
契約です。商品の売買やサービスの利用で、消費者（客）と事業者（販売業者）
の間で商品の内容や価格、引き渡し時期などについてお互いが合意すれば、契
約は成立します。契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものなので、たと
え口約束でも契約は成立します。契約は「法的な責任が生じる約束」ですので、
お互いに守る必要があります。商品の売買契約の場合、販売業者側には「代金
を受け取る権利」と「客に商品を引き渡す義務」が発生し、お客さん側は「商
品を受け取る権利」と「代金を支払う義務」が発生します。

　●‥契約はやめることができるの？
　　�　お互いに合意した契約は、自分及び相手の都合で勝手にやめることはできま

せんが、下記の場合は、契約をやめることができます。
　　①�契約を守らない場合（契約違反があった場合）
　　②�うそをつくなどして、騙されて契約してしまった場合
　　③�脅かされて、怖くなって契約してしまった場合
　　④�双方で契約解消の合意があった場合（合意解除などという）
　　�　さらに、消費者と事業者間の契約の場合は、「消費者契約法」によって消費

者の利益擁護等が図られており、上記以外でも勧誘状況などによっては、消費
者を救済できることもあります。
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」力渉交「や」量報情「るす関に約契ので間のと者業事と者費消、はと法約契者費消 ※　　
に格差があることを考慮して、事業者側の不適切な勧誘行為で結んだ契約を取
り消したり、消費者の権利を不当に害する契約条項を無効とする法律です。

　● 未成年者の契約
や人本、合場たしを約契な額高くな意同の人理代定法のどな親両が者年成未　 　

法定代理人が取り消すことができます。しかし、18歳以上であると嘘をついて
契約した場合など、取消せない場合もあります。

　　※2022年４月、成人年齢が18歳になりました。

　● クーリング・オフ
ばれあで内間期定一、で味意ういと」すや冷を頭「、はとフオ・グンリーク　 　

消費者から一方的に無条件で契約を解除できる制度のことです。訪問販売や電
話勧誘など突然勧誘をされて契約をしてしまった場合や、連鎖販売取引、エス
テティック・サロンや語学学校などの継続的役務等の取引で契約した場合に認
められています。

　　◆クーリング・オフできる期間は？
は引取売販鎖連、」間日８「てめ含を日たっ取け受を書約契は等売販問訪　 　　　

「20日間」です。書面を受け取っていない、受け取っていても不備がある場
合は、期間が過ぎてもクーリング・オフができる場合があります。

　　◆クーリング・オフの通知の仕方は？
書面」または「メール」で行います。「契約解除通知」のハガキの必ず「 　　　

書き方は下の図を参考にしてください。ハガキを出すときは、両面をコピー
して保管し、送付した記録が残る「簡易書留」か「特定記録郵便」で送って
ください。
　メールで通知する場合は、送信したメールを保存しておきましょう。
※令和４年６月、メールでもクーリング・オフできるようになりました。

契約解除通知
次の契約を解除します。
契約年月日　令和○年○月○日
商　品　名　○○○○　　　契約金額　○○○○円
販売会社　株式会社○○○○　○○営業所　担当者○○
支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。

　　　　令和○○年○月○日
　　　　住所・氏名　　　　　

（参考文例）
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詳しくは消費者庁のホームページで確認してください。
消費者庁ホームページ　http://www.caa.go.jp

重要！
 ● ネットショッピングの場合

　 
　ネットショッピングは通信販売の一種で、お店に行かなくても商品が手に

もなうよたっ思が物実「、」たっわ変が気に後文注「しかし。すで利便でのる入
のでなかった」などの理由で返品を申し出てトラブルになるケースがみられ
ます。

が約契で点時た来が知通の諾承、しクッリクをンタボ込申は合場のトッネ　 　
成立し、お互いに権利と義務が発生しているので、消費者の都合で一方的にや
めることはできません。法律では、販売会社が返品を受けるように義務付けら
れておらず、サイトごとに「返品特約」として返品のルールを掲載するように
決められているため、消費者はサイトごとに確認する必要があります。

れあで内以間日８後着到の品商、は合場いないてれさ載記が約特品返、たま　 　
ば、送料自己負担で返品することができます。

けだ名プッョシ、でのな引取のと手相いなえ見の顔、はグンピッョシトッネ　 　
ではなく、住所、電話番号についても確認しましょう。トラブルにあったとき
のために、メールや確認画面を保存し、後から確認できるようにしておくこと
も大切です。
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４　ライフサポートセンターに寄せられた相談事例
消費者被害に関する相談 ①
Q1
　　　スマホの広告でお試し価格500円のダイエットサプリを見て申し込んだ。商
　　　品が届き、同封されていた書面には「4回の定期購入で、2回目以降は8,000
円」と記載されていた。解約したいと業者に申し出ると「4回購入しなければ解約
できない」と言われた。お試しのつもりで申し込んだので納得できない。クーリン
グオフ出来ないのでしょうか。また、2回目が届いたら受取拒否すればよいでしょ
うか。

A1
　　　通信販売にはクーリングオフは適用されず、解約等は業者の定めた規約
　　　によりますので、業者のホ－ムペ－ジ等をよく確認しましょう。「4回
の定期購入」と記載されていれば、一方的に解約することはできません。定期
購入であることが分かり難かったり、総額が表示されていない等の場合は業者
に申し出て、交渉することになります。勝手に返送したり受取拒否しても解約
したことにはならず、解決しません。規約等をよく確認してから申し込みまし
ょう。
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消費者被害に関する相談 ②
Q2

A2
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　　　SNSで知り合ったAさんから「皆さん1日に2～3万円は稼いでいる」と副業
　　　を勧められ、5,000円支払って登録した。しかし、儲からないのでやめよう
と思っていたら「サポートもするから安心、絶対儲かる」と50万円の情報商材を購
入するよう勧められた。高額なので迷っていたが「儲からなかったら返金する」と
言われたので信用して契約し、50万円振込んだ。しかし、届いたマニュアルを読ん
でもわからないし、儲かりそうもない。返金して欲しいと申し出たら、その後連絡
が取れなくなってしまった。どうしたらよいでしょうか。

　　　ネット上には副業や投資等の情報が溢れていますが、誰でも簡単に儲か
　　　る話はあり得ません。相手が業者で連絡先が分かれば交渉することにな
りますが、返金を求めることは困難です。クレジットカードや電子マネーで決
済した場合は、契約先の業者だけでなくカード会社や電子マネー業者等にも手
紙を送り、取消や返金を求めて話し合います。また、相手は個人なのか業者な
のかも不明で、住所や電話番号も分からなければどうしようにもありません。
このような話には乗らないようにしましょう。

消費者被害に関する相談 ③
Q3
　　　スマートフォンにメールで有料動画の請求が来た。「本日、支払いまたは連
　　　絡なき場合は法的手段に訴える」旨の内容だった。そんな動画を見た覚えは
無かったが、とりあえず指示された電話に連絡したら相手が出ないまま切れた。無
視してもよいのではないかとも思うがどうしたらよいでしょうか？

A3
　身に覚えが無いとのことですし、メール等の連絡方法や請求の内容から

　　　みて、架空請求と思われます。相手方は、無作為に選んだメールアドレ
スに大量のメールを送り、そのうちごく一部でも引っかかれば儲けものという
手口ですので、再度請求があることはないと思われます。今後、一切電話をし
ないようにしましょう。
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　　困ったときの相談窓口

１　労働相談
件条働労、で場現く働のそ、てめじはき働てしと員社正、トーパやトイバルア　 　

や労働環境、上司や同僚との人間関係など悩んだら、何でもまず相談しましょう。
　　各相談機関とも、秘密厳守、無料で相談できます。

ひとりで悩まずに
まずは相談してみよう

�

■ 連合大分　
　●  電話相談　なんでも労働相談ホットライン

　相談日：月曜日～金曜日（祝日除く）9：00 ～ 17：00
フリーダイヤル 0120-154-052

　● 24時間受付中「ゆにボ」（自動会話プログラム）
（↑）https://cbgw.kuzen.io/plugins/31897c9ffce2
         cd513708326ffd8f302f/def2f8e047610af419
         576aac52d4e841?id=628785　　　　

　● メール相談  連合ホームページをご覧ください。
（↑）https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan

　● 来所相談　連合大分
（日本労働組合総連合会・大分県連合会）

〒870-0035 大分市中央町４-２-５　ソレイユ６階
電　話：097-535-2255　メール：info@oita.jtuc-rengo.jp
※事前に「連合大分」にご連絡の上、来所してください。
（↑）http://www.rengo-oita.jp
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消費者被害に関する相談 ②
Q2

A2
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（↑）http://www.rengo-oita.jp



46

■ 国の相談窓口
　［総合的な相談］　
　● 大分労働局　総合労働相談コーナー

　● 労働条件相談「ほっとライン」　

［賃金・解雇・年休・残業など総合的な相談］
　● 労働基準監督署　総合労働相談コーナー

月曜日～金曜日（祝日除く）８：30 ～ 17：15

［セクハラ・パワハラ、育児・介護関連など］
　● 大分労働局　雇用環境・均等室

［派遣に関する相談］
　● 需給調整事業室

［職業紹介・失業給付など］
　● ハローワーク

月曜日～金曜日（祝日除く）８：30 ～ 17：15

47

■ 弁護士相談
　● 日本司法支援センター大分地方事務所（法テラス大分）

無料相談 要事前予約）

　● 九州労働弁護団 労働相談ほっとライン

■ 県の相談窓口

大分県庁の相談窓口　【大分県労政・相談情報センター】

（固定電話のみ）

相談日　　月曜日～金曜日（祝日、年末年始の休暇を除く）

相談無料・秘密厳守

受付時間　８：30～ 17：15

場　所　　大分市大手町３丁目１番１号　
大分県庁本館7階　雇用労働政策課内

※ご相談は電話または来所によるものとしていますが、上記時間
中にご相談ができない場合にメール相談をお受けします。

　大分県労政・相談情報センターは、会社に対する指導や監督をする機関で
はなく、働く方々と会社との関係を安定させるための助言をする大分県が設
置する機関です。

〈メール相談入力フォーム〉

※上記通常相談や県内各地での弁護士や労働基準監督官による
　相談会も開催しています。ぜひご利用してください。

〈大分県HP「おおいたの労働」労働相談のページ〉

46



47

■ 国の相談窓口
　［総合的な相談］　
　● 大分労働局　総合労働相談コーナー

　● 労働条件相談「ほっとライン」　

［賃金・解雇・年休・残業など総合的な相談］
　● 労働基準監督署　総合労働相談コーナー

月曜日～金曜日（祝日除く）８：30 ～ 17：15

［セクハラ・パワハラ、育児・介護関連など］
　● 大分労働局　雇用環境・均等室

［派遣に関する相談］
　● 需給調整事業室

［職業紹介・失業給付など］
　● ハローワーク

月曜日～金曜日（祝日除く）８：30 ～ 17：15

47

■ 弁護士相談
　● 日本司法支援センター大分地方事務所（法テラス大分）

無料相談 要事前予約）

　● 九州労働弁護団 労働相談ほっとライン

■ 県の相談窓口

大分県庁の相談窓口　【大分県労政・相談情報センター】

（固定電話のみ）

相談日　　月曜日～金曜日（祝日、年末年始の休暇を除く）

相談無料・秘密厳守

受付時間　８：30～ 17：15

場　所　　大分市大手町３丁目１番１号　
大分県庁本館7階　雇用労働政策課内

※ご相談は電話または来所によるものとしていますが、上記時間
中にご相談ができない場合にメール相談をお受けします。

　大分県労政・相談情報センターは、会社に対する指導や監督をする機関で
はなく、働く方々と会社との関係を安定させるための助言をする大分県が設
置する機関です。

〈メール相談入力フォーム〉

※上記通常相談や県内各地での弁護士や労働基準監督官による
　相談会も開催しています。ぜひご利用してください。

〈大分県HP「おおいたの労働」労働相談のページ〉

46



48

２　労働関係のいろいろな相談窓口

■ 年金・健康保険　
　国民年金に関することは、各市町村の窓口にお問い合わせください。
　● 日本年金機構年金事務所　
　　厚生年金・健康保険の加入・脱退や保険料納付など

　● 全国健康保険協会大分支部
　　健康保険の給付・任意継続など

■ こころとからだの相談
こころの不安を感じたら　ひとりで悩まず相談を！

　● 大分県こころとからだの相談支援センター

　　相談日　月曜日～金曜日（祝日除く）　
　　　　　　受付　9：00 ～ 16：00（12：00 ～ 13：00除く）

■ その他の相談窓口
　● 大分県労働委員会
　　労働組合と会社間の紛争や個別あっせん

　　相談受付　月曜日～金曜日（祝日除く）9：00 ～ 17：00
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■ 大分で仕事を探すなら
◆ ジョブカフェおおいた（ 要電話予約 ）　

県分大、にめたの）者職求の般一、生学の内県（方の下以歳94す指目を職就
が設置している相談窓口です。

類書募応、供提の報情人求・業企、断診スンラバ力職就、めじはを談相職就

■ 別府サテライト　0977-27-5988　別府市中央町7-8（別府商工会議所2 階）
■ 中津サテライト　0979-22-1207　中津市殿町1383-1（中津商工会議所内）
■ 日田サテライト　0973-23-6898　日田市三本松2-2-16（日田商工会議所1 階）
■ 佐伯サテライト　0972-23-8730　佐伯市内町1-7（仲町商店街2 丁目）

の作成アドバイス、模擬面接、就職後のフォローなど、皆さんを全力でサポー
トします。
● ジョブカフェおおいた本センター

　097-533-8878　大分市中央町3-6-11（ガレリア竹町）

U I J 求職者専用フリーダイヤル　　0120-119201

◆ おおいた産業人財センター
の）者望希ンータＪＩＵ、生学の外県（方るす望希を職転・職就ので県分大

ために、大分県が設置している相談窓口です。
トンベイ連関職就、供提の報情業企内県、めじはを談相るす関に職転・職就

情報の提供､ ニーズに合った求人の紹介､ あっせん等を行い､ 皆さんの就職を
応援します。

　　●
　　● センターＨＰ内
　　　　ＵＩＪ求職者・県外学生利用申込みフォームから申し込み
　　　　（おおいた産業人財センターに登録）
　　　　受付時間：月曜日～土曜日　9：30 ～ 18：00
　　　　http://enisie-oita.net　　　　　　　　　　　　　　

49

【開所時間】
　本センター 月曜日～土曜日（祝日・年末年始の休暇を除く） 9:30～18:00
　サテライト 月曜日～金曜日（祝日・年末年始の休暇を除く） 8:30～17:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別府のみ 8:30～17:15
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◆ Ｗｅｂマガジン『オオイタカテテ！』
魅「、」人く働「や」業企るす躍活「で分大とさるふ、は』！テテカタイオオ『

力的な大分」を発信し、未来を担う皆様の県内就職を後押ししています。
スビーサな能可用利に後録登

　　● 大分の企業情報や旬な地域情報を紹介する配信情報が届きます。
　● 就職時期に合わせて、大分の企業情報や企業説明会、セミナー

の開催案内等の就職に役立つ情報が届きます。
　　● 大分県が提供する、就職に役立つ補助制度の情報が届きます。
　　● インターンシップマッチング専用サイトが利用できます。

登録は、https://oita-katete.pref.oita.jp/

◆ 新たに技術・知識を習得するなら
大分県では、将来の夢の実現を応援するため、就職に役立つ技術や知識を習

得するための学校を開校しています。
●
● 県立職業能力開発校　※授業料無料、入校相談は各ハローワークで行って

います。

「大分県施
設内訓練」
で検索

　・竹工芸訓練センター（所在地：別府市東荘園３丁目３組）

問い合わせ先：大分県商工観光労働部雇用労働政策課
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◆ 福岡での就職相談窓口　「d o t .（ドット）」
。すまいてし意用をスーペス流交やェフカ

等開催します。トンベイ流交の者職求と業企、かほの談相住移・職就のへ分大
※イベント等の開催状況はHPで確認してください。

営業時間：11：00 ～ 20：00

ＨＰ：https://dot247.jp/

３　生活関係の相談窓口

＝労働相談も受けています＝
　大分県労働者福祉協議会では、大分市と別府市にライフサポートセンターを開設
し、労働、福祉、生活、いきがい等、勤労者・市民の社会生活から生ずる様々な相
談に応じています。これらの問題でお悩みや疑問がありましたら、お気軽にご相談
ください。

労福協ライフサポートセンターをご活用ください

相談日  月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）９：00 ～ 17：00

大分地区ライフサポートセンター（大分市・由布市エリア）

別速杵国東地区ライフサポートセンター
（別府市・杵築市・国東市・日出町・姫島村エリア）

県ライフサポートセンター（上記以外のエリア）

電話での相談もできます

◆ 生活に困ったときは
各市町村社会福祉協議会 小口資金貸付制度　その他生活の相談

グリーンコープ生協おおいた 生活再生相談室　０９７－５３５－７７７７

◆ 多重債務・消費生活
大分財務事務所 多重債務相談　　０９７－５３２－７１８８

大分県消費生活・男女共同参画
プラザ「アイネス」

消費生活相談　　０９７－５３４－０９９９
女性総合相談　　０９７－５３４－８８７４

◆ 大分県消費者被害１１０番

大分県消費者問題ネットワーク 大分地区ライフサポートセンター内
　　　　　　　　０９７－５３４－０２００
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得するための学校を開校しています。
●
● 県立職業能力開発校　※授業料無料、入校相談は各ハローワークで行って

います。

「大分県施
設内訓練」
で検索

　・竹工芸訓練センター（所在地：別府市東荘園３丁目３組）

問い合わせ先：大分県商工観光労働部雇用労働政策課
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◆ 福岡での就職相談窓口　「d o t .（ドット）」
。すまいてし意用をスーペス流交やェフカ

等開催します。トンベイ流交の者職求と業企、かほの談相住移・職就のへ分大
※イベント等の開催状況はHPで確認してください。

営業時間：11：00 ～ 20：00

ＨＰ：https://dot247.jp/

３　生活関係の相談窓口

＝労働相談も受けています＝
　大分県労働者福祉協議会では、大分市と別府市にライフサポートセンターを開設
し、労働、福祉、生活、いきがい等、勤労者・市民の社会生活から生ずる様々な相
談に応じています。これらの問題でお悩みや疑問がありましたら、お気軽にご相談
ください。

労福協ライフサポートセンターをご活用ください

相談日  月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）９：00 ～ 17：00

大分地区ライフサポートセンター（大分市・由布市エリア）

別速杵国東地区ライフサポートセンター
（別府市・杵築市・国東市・日出町・姫島村エリア）

県ライフサポートセンター（上記以外のエリア）

電話での相談もできます

◆ 生活に困ったときは
各市町村社会福祉協議会 小口資金貸付制度　その他生活の相談

グリーンコープ生協おおいた 生活再生相談室　０９７－５３５－７７７７

◆ 多重債務・消費生活
大分財務事務所 多重債務相談　　０９７－５３２－７１８８

大分県消費生活・男女共同参画
プラザ「アイネス」

消費生活相談　　０９７－５３４－０９９９
女性総合相談　　０９７－５３４－８８７４

◆ 大分県消費者被害１１０番

大分県消費者問題ネットワーク 大分地区ライフサポートセンター内
　　　　　　　　０９７－５３４－０２００
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一般社団法人  大分県労働者福祉協議会（略称 大分県労福協）

事業目的：�当法人は、大分県内において勤労者福祉を増進するための事業を行い、
勤労者の生活安定と経済的・社会的地位の向上に寄与するとともに、勤
労者の消費生活に対する意識を高揚させ、勤労者の生活向上を図ること
を目的とする。

大分県労福協組織図�：�大分県労福協の構成は以下のとおりです。

労働団体（１号会員） 労福協事務局
大分市中央町 4丁目 2番 5号

ソレイユ６階
TEL 097-533-1106
FAX 097-533-1174

福祉事業団体（２号会員） ９組織

２組織

１組織

１組織・連合大分

ＮＰＯ・互助会組織（４号会員）

21組織主要産別・単組（３号会員）

大分県分退連（５号会員）

個 別 団 体 事 業 内 容 根 拠 法 令

九州労働金庫大分県本部 金 融 労 金 法（特 別 法 人）

こくみん共済 coop 大分推進本部 共 済 生 協 法（生 協 法 人）

大 分 県 総 合 生 協 住 宅 ・ 旅 行 生協法（生協法人）

労 働 福 祉 会 館 貸会場・宴会・テナント 民 法（社 団 法 人）

や す ら ぎ 霊 園 霊 園 事 業 民 法（財 団 法 人）

大 分 県 生 協 連 （グ ル ー プ 連 携） 生協法（生協法人）

大分県勤労者医療生協 医 療 ・ 介 護 生協法（生協法人）

大分県消費者問題ネットワーク 消 費 ・ 生 活 特定非営利活動促進法（NPO法人）

大 分 コ ー プ 商 事 マンション管理・メンテ・会館管理事業 商 法（株 式 会 社）

地 域 生 協 ⑶
職 域 生 協 ⑹
医 療 生 協 ⑵
福 祉 生 協 ⑴

物 資 供 給
〃

医 療 ・ 介 護
福 祉

生協法（生協法人）
〃
〃
〃

中

央

労

福

協

南

部

労

福

協

大
分
県
労
福
協
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労福協のマスコットキャラクター

きょうちゃん
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